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一般社団法人クロスユー 

特別会員規則 
 

（目的） 
第１条 本規則は、一般社団法人クロスユー（以下、｢当法人｣とする。）の定款第５条に 

定められた特別会員に対して、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（本規則の範囲） 
第２条 本規則は、当法人に特別会員として入会した者が、特別会員として行う一切の行

為に適用される。 

 
（特別会員の種類） 
第３条 当法人の特別会員は、当法人の目的に賛同して事業活動に参加・援助する法人、

団体、個人とする。 

２ 当法人の特別会員の種類は、次のとおりとする。 
（１）特別会員Ａ：常時使用する従業員 301名以上の企業 
（２）特別会員Ｂ：①常時使用する従業員 300名以下の企業 

②非営利団体等（独立行政法人、国立研究開発法人、行政機関、 

国立大学法人、学校法人、一般法人、公益法人、在日公館等の 

公共団体等。なお法人格が同一でも、学部・部署等の団体とし 

て会員となることを妨げない。） 

（３）特別会員Ｃ：個人 
３ 特別会員の種類は、４月１日を基準日として決定され、毎年４月１日、前項の基 

準に従い、変動がある場合は自動的にその種類が変更される。 

 
（入会） 
第４条 当法人の特別会員になるには、当法人所定の様式による申込みを行い、審査等所

定の手続を経るものとする。なお、入会日は所定の年会費を支払った日とする。

但し、特段の事情がある場合には、入会日前に第８条に準じて会員資格に基づく

サービスを受けさせることができる。 

 

（入会金・年会費） 
第５条 特別会員が納入する入会金・年会費は別表１の通りとする。 

２ 年会費の対象期間については、４月１日から翌年３月３１日までとする。 
３ 入会金・年会費は、当法人の指定する口座への銀行振込もしくはクレジットカー 

ド決済とし、別途指定する期日までに行うものとする。振込手数料は会員の負担 

とする。 
４ 当法人が特別会員から受領した入会金・年会費は、その理由を問わず返金しな 

い。 
５ 入会金・年会費は、当法人が指定する期日までに一括払いするものとする。 
６ 一度退会した特別会員が再度入会する場合は、再入会となるため別途入会金が 

必要となる。 
７ 第３条に定める特別会員の種類が変更となった場合においても、特別会員は変更 

によって生じた入会金の差額については支払いを要しないものとし、返金を受け 

ないものとする。また、変更後の年会費については、翌年度から適用されるもの 

とし、特別会員は年度の中途における変更によって生じた年会費の差額について 

は支払いを要しないものとし、返金を受けないものとする。 
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（中途入会） 
第６条 年会費の対象期間の中途に入会した特別会員の種類は、入会日を基準日として 

決定されるものとする。また、当該特別会員の年会費は、入会日の属する月の 

翌月から３月までの月数相当分とし、１ヶ月あたり年会費は、別表１に定める 

通りとする。 

 
（会員資格有効期間） 
第７条 会員資格有効期間は、第５条または第６条により支払った年会費の対象期間とす

る。ただし、特段の理由がある場合はこの限りではない。 
２ 会員資格は、退会の申し出がある場合を除き、毎年４月１日に自動更新される。 

 
（特別会員向けサービス） 
第８条 特別会員は、当法人が提供ないし便宜をはからう宇宙ビジネス拠点の利用につい

てのサービスを享受できる。 
２ 前項にあたっては、以下の事項を定める。 
（１）特別会員及び特別会員に同伴した宇宙ビジネス拠点（以下、「本拠点」とい 

う。）の利用者（以下、「ゲスト」という。）は本規則を遵守するものと 

する。 

（２）特別会員はゲストに対して本規則を遵守させるものとする。 
（３）特別会員の種類、イベント・プログラムごとに利用条件、費用が異なり、 

また、利用回数、利用時間、利用人数に制限が設けられる場合がある。 

３ 本条第１項にあたっては、以下の事項を定める。 

（１）特別会員及びゲストは、別途三井不動産株式会社が定める「宇宙ビジネス拠点

ご利用案内」に従うものとする。なお、宇宙ビジネス拠点ご利用案内は、三井

不動産株式会社の都合により変更される場合がある。 

（２）特別会員及びゲストは、別途三井不動産株式会社が定める「宇宙ビジネス拠点

利用規約」を遵守するものとする。 
（３）特別会員はゲストに対して宇宙ビジネス拠点利用規約を遵守させるものと 

する。 
（４）当法人は、特別会員及びゲストが本拠点を利用するにあたり、その利用目的が 

当法人の目的に合致しないと判断した場合、利用を断ることがある。 

 
（退会） 
第９条 特別会員は、所定の手続きを経て退会することができる。但し、１ヶ月以上前に 

当法人に対し予告するものとする。1ヶ月に満たない予告の場合は、予告のあっ 

た日から 1ヶ月経過日に退会できる。 

 
（除名） 
第１０条 特別会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当法人は所定の手続きを経

て、当該特別会員を除名することができる。 
（１）当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があった場合 
（２）特別会員としての品格を損なう行為があった場合 

（３）法令もしくは公序良俗に反する行為があった場合、またはそのような行為を 

助長するおそれがある場合 

（４）当法人が開催するイベント・プログラム等又は本拠点において、著しく粗野 

もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示すことにより、他の会員もしくは 

他の利用者等に不安を覚えさせる行為をした場合、または他の会員の迷惑と 
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なる行為をした場合 

（５）本拠点を故意により毀損した場合 

（６）本規則及び宇宙ビジネス拠点規約に違反し、特別会員に対し当該違反を 

改めるよう催促したにも関わらず、是正しない場合 

（７）その他正当な事由がある場合 
２ 前項の規定により特別会員を除名しようとするときは、一週間前までに当該特別 

会員に通知し、かつ理事会で弁明の機会を与えなければならない。 

３ 当法人が本条第１項または第２０条第３項により特別会員を除名した場合、 

当法人は、当該特別会員に対し当該除名事由に伴って生じた損害の賠償を請求 

することができる。 

 
（会員資格の喪失） 
第１１条 特別会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。 

（１）第９条退会の規定により退会した場合 
（２）第１０条除名の規定により除名された場合 
（３）特別会員ＡまたはＢが、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 

会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら  

申し立てた場合 

（４）特別会員ＡまたはＢが、解散の決議を行い、もしくは解散命令を受けた場合 

（合併に伴って解散する場合を除く） 
（５）特別会員Ｃにあっては、死亡もしくは失踪宣告された場合 
（６）当法人が解散した場合 
（７）当法人が連絡を試みても３ヶ月以上連絡がつかない場合 
（８）年会費その他の支払債務を期日から１年間履行せず、 

相当の期間を定めて催告をしたにも拘らず、支払いを怠った場合 

２ 前項により会員資格を喪失した場合、当該特別会員は第８条に定める特別会員

向けサービスを受けることができない。 

 
（変更の届出） 
第１２条 特別会員は、その氏名もしくは名称、住所、所属及び連絡先等、当法人への届 

出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続を行うものとする。 

２ 当法人は、特別会員が前項の変更手続を行わなかったこと及び誤りがあること 

によって特別会員に生じた不利益については、一切の責任を負わない。 
３ 当法人は、第１項の変更手続きを行わなかったこと及び誤りがあることに 

よって当法人に生じた不利益については、遡って請求ができる。 
 
（会員情報の取り扱い） 
第１３条 当法人は、当法人の保有する特別会員の個人情報を、当法人が別途定める個人

情報の利用目的の範囲内で利用する。 
２ 特別会員は、自己が当法人に提供した個人情報が正確であることを保証するも 

のとする。当法人は当該情報が不正確であることによって特別会員または 

第三者に生じる損害について一切責任を負わない。 
 
（禁止事項） 
第１４条 特別会員は、次に定める行為を行ってはならない。 

（１）会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡、貸与、または 

担保等に供すること 

（２）その他、当法人での活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害する 
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などの法律違反行為、またはそのおそれのある行為 

２ 前項の規定は、特別会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を 

有する。 

 
（損害賠償） 
第１５条 特別会員またはゲストが、当法人の提供するサービスの利用において故意 

または過失により、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、 

当該特別会員はその損害を賠償しなければならない。 

 
（免責） 
第１６条 次に掲げる事由により特別会員またはゲストが被った損害について、当法人は 

一切の責任を負わない。 

（１）当法人が提供するサービス利用に関し定めた遵守事項に違反したことに起因 
した事由 

（２）地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、 

盗難、インターネット接続設備などの IT インフラ通信設備機器やその他諸 

設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故、その他当法人の責めに帰す 

ことのできない事由 

（３）他の特別会員、ゲストまたは第三者の故意または過失 
（４）本拠点の諸造作および設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等 

 
（善管注意義務） 
第１７条 特別会員及びゲストは、本拠点が会員相互の交流の場であることを踏まえ、 

本規則および宇宙ビジネス拠点利用規約に従い、他の会員および第三者に 

迷惑となる行為をせず、本拠点（諸造作・設備等を含む）を善良なる管理者の 

注意をもって利用するものとする。 
２ 特別会員及びゲストは、本拠点に私物は放置せず、その管理を自己責任で行う 

ものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚れ等損害が生じても当法人に責めに 

帰すべき事由がない限りは責任を負わない。なお、当法人が残置物と判断した 

場合は、当法人が残置物を任意に処分・廃棄し、特別会員及びゲストはこれに 

異議を述べられない。 
 
（遅延損害金） 
第１８条 特別会員が入会金・年会費およびその他の債務の支払いに関して３０日を 

超えて遅延した場合、当法人は、所定の支払期日の翌日からその支払いが実際 

に行われた日までの期間について、その日数に応じて、未払額に年利 14.6パー 

セントの割合を乗じて計算した遅延損害金を請求することができる。 

 
（本拠点の利用終了） 
第１９条 天災地変その他当法人および特別会員の責めに帰すべからざる事由により、 

本拠点の全部または一部が滅失もしくは毀損して本拠点の利用が不可能と 

なったと当法人が判断した場合、本拠点の運営を終了する場合、またはその他 

当法人が必要と認める場合には、当法人は、理由の如何を問わず、本規則に 

基づくサービスを終了させることができる。 
２ 前項により特別会員の被った損害について、当法人はその責任を負わないもの 

とする。 
 



 
 
 

5 
 

（反社会的勢力の排除） 
第２０条 特別会員及びゲストは、当法人に対し次の各号の事項を確約するものとする。 

（１）特別会員及びゲスト、または特別会員及びゲストが所属する企業および団体 

で自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれら 

に準ずる者をいう。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに 

準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）では 

ないこと。 

（２）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員資格を取得するものではない 

こと。 
２ 特別会員及びゲストは、本拠点を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に 

供してはならない。また、本拠点が所在する建物および本拠点に反社会的勢力 

の構成員または関係者を入室させ、またはこれを容認するなど、反社会的勢力 

に本拠点の全部または一部を占有させてはならない。 

３ 特別会員が、本条第１項または本条第２項に違反した場合、当法人は何等の 

催告なしに当会員を除名することができる。 

 
（秘密情報） 
第２１条 本規則において「秘密情報」とは、特別会員自らが秘匿したい情報の全て 

および、特別会員の利用期間中に、特別会員が知り得た当法人または他の会員に 

関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。 
２ 本拠点は、不特定多数が利用する施設であり、特別会員は自らの責任で秘密情 

報を管理しなければならない。特別会員の秘密情報が漏洩した場合でも、 

当法人は一切その責任を負わない。 
３ 特別会員は本拠点で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報 

の中に、秘密情報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識すること 

とする。また、特別会員が、本拠点で行われる日常的な交流やイベント・プロ 

グラム等を通じて得られた情報を自らの事業に活用する場合、必要に応じて相 

手方に確認する等、他の会員の権利を侵害しないように努めなければならない 

こととする。 
４ 本条の規定にかかわらず、以下に該当することを特別会員が証明することので 

きる情報は、秘密情報に含まれないものとする。 
（１）開示の時点ですでに公知の情報、またはその後特別会員の責によらずして 

公知となった情報 

（２）特別会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 
（３）開示の時点ですでに特別会員が保有している情報 
（４）特別会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報 
（５）当法人が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報 

 
（準拠法及び合意管轄） 
第２２条 本規則の準拠法は、日本法とする。また、本規則に関し紛争が生じたときは、 

東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
 
（規程外事項） 
第２３条 本規則に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、当法人および特別会員 

は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。 

 
（変更等） 
第２４条 当法人は、理事会の決議により本規則の内容を変更、追加または削除すること
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がある。 

 
（附則） 
本規則は、令和５年４月１日より施行する。（令和５年２月１６日理事会議決） 
 

以上  



 
 
 

7 
 

【別表１】 
 
特別会員の入会金・年会費は以下の通りとする。 

 

特別会員の種類 入会金 年会費 
中途入会の場合の 

1ヶ月あたり年会費 

（１）特別会員Ａ 50,000 円 250,000 円 20,833円 

（２）特別会員Ｂ 20,000 円 60,000 円 5,000円 

（３）特別会員Ｃ 2,000円 5,000円 416円 

 

 

 


